
金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、町内産農産物を利用した製品（以下「製品」という。）の開

発から販売に要する経費に対し、予算の範囲内で金ケ崎町町内産農産物利

用製品開発促進補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、

金ケ崎町補助金交付規則（昭和４２年金ケ崎町規則第２０号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２ 補助金の交付対象者は、町内に事業所を有する法人であって、次の各号い

ずれの要件も満たすものとする。   

（１）町内農産物の品目と仕入先が決まっていること。 

（２）申請時において引き続き１年以上、町内で食品製造業又は酒類製造業を

営んでいること。 

（３）金ケ崎町暴力団排除条例（平成２４年金ケ崎町条例第２０号）に定める

暴力団に関係していないこと。 

 （４）町税の滞納がないこと。 

（補助金の交付対象及び補助金の額） 

第３ 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は下表のとおりとする。

ただし、補助金の額の合計額は５０万円を限度とする。 

補助対象経費 補助金の額 

①  製品の開発に要する経費 

②  製品の商標登録等に要する

経費 

③  製品の販売促進に要する経

費 

 補助対象経費の３分の２に相当す

る額以内（１，０００円未満切り捨

て） 

（補助金の交付申請） 

第４ 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、金ケ崎

町町内産農産物利用製品開発促進補助金交付（変更）申請書（様式第１号。

以下「申請書」という。）に関係書類を添えて町長が別に定める期日までに



提出するものとする。 

（補助金の交付決定） 

第５ 町長は、第４の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な事項

を審査の上、交付の可否を決定する。 

２  町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、当該

申請者に対し、金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金交付（不交付）

決定通知書（様式第２号。以下「決定通知書」という。）により通知するも

のとする。 

（変更事項の届出） 

第６ 申請者は、第４の申請内容に変更が生じたときは、申請書に当該申請書に

掲げる書類を添えて、速やかに変更申請しなければならない。 

２  町長は、前項の規定により補助金変更の交付決定をしたときは、決定通知

書により申請者に通知するものとする。 

（実績報告及び請求） 

第７ 申請者は、特産品の販売を開始した日から３０日以内（販売開始日が３月

に属する日の場合にあっては、その年の３月３１日まで）に、関係書類を添

えて、金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金実績報告書兼請求書

（様式第３号）を町長に提出しなければならない。 

２  規則第１３条第３項による前金払の請求については、前項に規定する関

係書類の添付を省略する。 

 （進捗状況の報告） 

第８ 申請者は、補助金の交付後２年間、毎年金ケ崎町町内産農産物利用製品開

発促進補助金進捗状況報告書（様式第４号）により進捗状況の報告を行うも

のとする。 

（交付決定の取消し） 

第９ 町長は、申請者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取

り消すことができる。 

（１）第５に規定する決定通知書に記載されている交付決定日の属する年度内

に特産品の販売開始ができなかったとき。 

（２）特産品の販売開始日から起算して２年以内に、正当な理由なく特産品の



販売を中止したとき。 

（３）第８に規定する進捗状況の報告を怠ったとき。 

（４）減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）

に規定する耐用年数が経過する前に、町長の承認を受けずに、規則第１９

条第１項に規定する財産の処分を行ったとき。 

（５）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（６）法令又はこの要綱に違反したとき。 

（７）その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２  町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、金ケ崎

町町内産農産物利用製品開発促進補助金交付決定取消通知書（様式第５号）

により通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１０ 町長は、第９の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助

金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（補則） 

第１１ この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が別

に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４、第６関係） 

 

  年 月 日 

 

金ケ崎町長  様 

 

               申請者  住  所                     

                    事業所名       

                    代表者名                  

                    電話番号                 

 

金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金交付（変更）申請書 

金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金交付要綱第４（第６）の規定によ

り、補助金の交付（変更）を下記のとおり申請します。 

 

記 

１ 補助金申請額     金         円 

２ 事業計画及び予算   別紙のとおり 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

事業計画書・予算書 

 

１ 事業の目的 

 

 

 

 

２ 事業の内容（町内農産物の仕入れ先及び農産物の品目を明記のこと） 

 

 

 

 

 

３ 事業の目標値（来年度以降２年間の目標値を記入） 

（１）農産物仕入量及び購入金額 

１年目 ２年目 

  

（２）製品販売目標 

１年目 ２年目 

  

 

 

 

 

 

 

 



４ 収支予算 

（１） 収入             

単位：円 

区分 予算額 備考 

   

計   

 

（２） 支出             

単位：円 

区分 予算額 備考 

   

計   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５、第６関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

金ケ崎町長           

 

金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金交付（変更）・不交付決定通知書 

  年 月 日付けで交付申請のあった金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促

進補助金について、金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金交付要綱第

５（第６）の規定により、下記のとおり決定したので通知します。 

記 

１ 決定内容  

  （不交付の場合は理由） 

  

交付 ・ 交付変更 ・ 不交付  

 （不交付の理由）  

   

２ 交付決定額  

（交付変更決定の場合

は変更前の額）  

 

         円  

 （変更前の額）  

         円  

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第７関係） 

     年 月 日 

 

金ケ崎町長   様 

 

                 請求者 住  所                     

                     事業所名 

                     代表者名 

                     電話番号 

 

金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金実績報告書兼請求書 

  金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金交付要綱第７の規定により、 

年 月 日付け 第 号で交付決定通知のあった補助金について、下記のとお

り請求します。 

記 

１ 請求金額   金         円 

２ 実績報告   別紙のとおり 

３ 振込先 

金融機関名  
本店 

支店 

振込口座 

種目 １普通 ２当座 口座番号 
 

 

      

（フリガナ） 

 

（名義人氏名） 

 

 

 

 

 



別紙 

実績報告書・決算書 

 

１ 実績の内容（町内農産物の購入先と製品の出荷先を明記のこと） 

 

 

 

 

２ 収支決算 

（１） 収入             

単位：円 

区分 予算額 決算額 増減 備考 

     

計     

 

（２） 支出             

単位：円 

区分 予算額 決算額 増減 備考 

     

計     

 

添付資料 

①   補助対象経費に係る領収書の写し又は支出した事実が確認できる伝票等の

写し 

②   利用農産物が町内産であることがわかる書類の写し 

③   製品の写真 

 



様式第４号（第８関係） 

  年 月 日 

金ケ崎町長  様 

               申請者  住  所                     

                    事業所名       

                    代表者名                  

                    電話番号                 

 

金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金進捗状況報告書 

金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金交付要綱第８の規定により、事

業の進捗状況を下記のとおり報告します。 

記 

（１）農産物仕入量及び購入金額 

１年目 ２年目 

（目標） （目標） 

（実績） （実績） 

（２）製品販売実績 

１年目 ２年目 

（目標） （目標） 

（実績） （実績） 

（３） 結果分析（目標値を達成できなかった場合は必ず記入のこと） 

  

 

添付資料 

①  販売状況がわかる決算書等の写し 

② 利用農産物が町内産であることがわかる書類の写し 



 

様式第５号（第９、１０関係） 

 

                            年 月 日 

         

    様 

 

                   金ケ崎町長            

 

金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金交付決定取消通知書 

 年 月 日付けで交付を決定した金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補

助金については、下記により交付決定を取り消します。 

ついては、金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金交付要綱第９の規

定により、下記２の金額の返還を命じます。 

記 

１ 取 消 理 由 

２ 返 還 命 令 額     金         円 

３ 返  還  期  限     年    月    日 

４ 備      考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


